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１ 計画の趣旨、現状 

 

（１）計画の趣旨 

    本計画は、「公立の義務教育諸学校の教育職員の給与等

に関する特別措置法等の一部を改正する法律（令和７年６

月 18 日）及び同法に基づき、文部科学大臣が定めた「公

立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の

服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確

保を図るために講ずべき措置に関する指針」を踏まえ、神

埼市教育委員会が服務監督権者としての責務を果たすため

に策定するものである。 

    「神埼市の教育」に掲げる学校教育における重点目標

「『不易』と『流行』を強化・充実し、混沌とした社会の

中でたくましく生き抜く児童・生徒を育成する教育の充

実」を実現させるためには、教育職員が心身ともに健康な

状態で、その専門性を十分に発揮し、児童生徒一人一人に

向き合った質の高い教育活動を継続的に行うことが重要で

ある。そのためには、長時間勤務の是正を含む業務量の適

切な管理と、健康及び福祉の確保に向けた取組を計画的か

つ継続的に実施することが不可欠である。 

    本計画は、本市立小学校及び中学校に勤務する教育職員

を対象に、業務量管理及び健康確保措置の具体的内容を明

らかにし、学校及び教育委員会が一体となって取組を推進

するための基本的な枠組みを示すものである。 

 

（２）本市における現状と課題 

    本市においては、これまで教育職員の働き方改革を重要

な教育課題の一つとして位置づけ、業務の適正化や校務の

効率化、学校行事の精選、部活動の負担軽減等に取り組ん

できた。 

 

 

 

 



  【学校における働き方改革のこれまでの具体的取組】 

   ・PC 出退勤管理システムによる客観的な在校時間管理 

   ・定時退勤日の設定 

   ・夏季休業中の学校閉庁日の設定 

・夏季休業後の事務処理週間の設定 

   ・成績２期制による成績評価事務の軽減 

   ・成績事務処理期間の設定 

   ・部活動休養日の実施 

   ・体育大会の午前中開催（コロナ禍以後継続） 

   ・校務支援システムによる業務効率化 

・ペーパーレス会議の推進 

   ・職員会議等の会議の内容精選、縮減 

   ・時間外留守番電話の導入 

   ・ICT 支援員、教員業務支援員等の配置 等 

 

この他にも、学校においては、各学校の実態に応じて働き

方改革の推進に向けて様々な取組を行ってきている。 

その結果、教育職員の時間外在校等時間は徐々に減少傾向

ではあるが、令和５年度と令和６年度の状況を見るとは、ほ

ぼ変わらない状況となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   令和６年度の一か月あたりの時間外在校等時間の年平均時



間は、令和５年度と比較すると、小学校と中学校のそれぞ

れ、小学校は１時間２６分、中学校は１時間２９分の縮減が

見られる。 

   しかし、時間外在校等時間が４５時間を超える教育職員の

割合が小学校で１３％（令和６年度）、中学校で３６％（令

和６年度）となっており、特に中学校は小学校よりも高くな

っている。これは中学校の部活動指導が関係していると考え

られる。また、小学校も中学校も一部教育職員において長時

間勤務が常態化している状況も見受けられる。 

学校現場においては、教育課程への対応、保護者・地域対

応、ICT 活用の進展等により業務が多様化・複雑化しており

教育職員個々人の努力のみによって業務負担を軽減すること

には限界がある。 

こうした現状を踏まえ、教育委員会が主体的に業務量を把

握・分析し、組織的・計画的に業務量管理及び健康確保措置

を講ずることが必要である。 

 

２ 目標 

    

 教育職員が心身ともに健康な状態で、その専門性を十分に発揮

し、児童生徒一人一人に向き合った質の高い教育活動を行うため

に、本計画における目標を次のとおりとする。 

 

（１）時間外在校等時間に関する目標 

 ・１カ月の時間外在校等時間が４５時間以下の教育職員の割合 

１００％を目指す。 

・ １年間における教育職員の１カ月の時間外在校等の平均３

０時間程度となることを目指す。 

・ １年間における教育職員の時間外在校等時間３６０時間以

下とすることを目指す。 

 

 

（２）ワーク・ライフ・バランスや働きがい等に関する目標 

 ・職員一人当たりの年次休暇の取得日数１４日以上を目指す。 



                 【R7 年度平均一人 11 日】 

 ・年次休暇取得７日未満の職員をゼロにする。 

                 【R7 年度 5 日未満 10 名】 

 ・市内のすべての小中学校において適切な時期を考慮し、年１

回以上のストレスチェックを行い高ストレス者のきめ細かな

把握を行う。 

                 【R7 年度実施率９０％】 

３ 計画の期間 

  

 本計画の期間は、令和８年度から令和１１年度までの４年間

とする。 

 ただし、社会情勢の変化や国・県の制度改正、取組の進捗状

況等を踏まえ、必要に応じて計画期間中であっても見直しを行

うものとする。 

 

４ 実施する内容 

 

  本市では、これまで行っている基本的な業務量管理・健康確

保措置の内容を更に徹底するとともに、本計画期間中の重点事

項として「業務の３分類」を踏まえた業務の見直しを行ってい

く。 

 

【基本的事項】 

（１）業務量の把握及び管理について 

  ・教育職員の在校等時間について、客観的な方法により把握

し、定期的な分析を行う。 

・時間外在校等時間の縮減に向け、学校ごとの課題を明確化

し、改善策を検討・実施する。 

・管理職による日常的な勤務状況の把握と、業務配分の適正

化を徹底する。 

・教育委員会は、学校に対し必要な指導・助言を行う。また

管理職研修等を通じて、服務監督に関する理解の深化を図

る。 

 



（２）業務の適正化・効率化について 

  ・学校における業務の不断の見直しにより、教育職員が担う

必要のない業務については削減又は関係機関との連携など

による実施を推進していく。 

  ・管理職には、教育職員の校務分掌の在り方を点検し、特定

の教育職員に過度な負担が集中しないよう配慮を促す。 

  ・ICT の活用等により文書事務作業やデジタルデータでの提

出物処理、情報共有など一層の効率化を図る。 

（３）ワーク・ライフ・バランスに係る環境整備について 

  ・心身の健康管理を事由とした年次休暇取得の推進を図る。 

  ・育児や介護を支援するものとして、看護休暇や介護休暇等

の制度の周知を図り取得しやすい環境を整える。 

 

【「業務の３分類」を踏まえた重点事項】 

（参考）文部科学省資料より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）「業務の３分類」を踏まえた業務の見直し 

  ① 学校以外が担うべき業務 

  〇登下校時の通学路における日常的な見守り活動 



  ・各地域の実情を踏まえつつ、PTA、見守り隊（地域ボラン

ティア）等による見守り活動を推進する。必要に応じて、

本市教育委員会や警察署と連携した見回りを行う。 

  〇放課後から夜間などにおける校外の見回り、児童生徒が補

導されたときの対応 

  ・放課後から夜間における見回りについては学校における自

主的な見回りは、原則行わないこととする。 

  ・児童生徒が補導されたときの児童生徒引き取りについて

は、保護者が第一義的な責任を負うことについて校警補導

連絡協議会等を通じて認識を共有する。 

  〇学校徴収金の徴収・管理 

  ・学校給食費及び校納金については、事務の共同実施により

保護者から金融機関への口座引き落としによる徴収とす

る。 

  〇保護者等からの過剰な苦情や不当な要求等への対応 

  ・学校だけでは解決が難しい事案については、本市教育委員

会が対応することとし、場合によっては市の顧問弁護士の

活用を積極的に図っていく。 

 

  ② 教師以外が積極的に参画すべき業務 

  〇ICT 機器・ネットワーク設備の日常的な保守・管理 

  ・ICT 支援員による学校支援を行う。 

  〇部活動 

  ・合同部活動や拠点校方式部活動など市内各学校の状況に応

じた部活動を展開していく。 

  ・部活動指導員や外部指導者として部活動に関わっていく人

材が増えるよう神埼市指導者人材バンクの登録者を増やし

ながら地域展開につなげていく。また西九州大学と連携し

た学生指導者の活用について検討をしていく。 

  ③ 教師の業務だが、負担軽減を促進すべき業務 

  〇授業準備・教材作成補助 

  ・教員業務支援員の活用を促進し、授業で使用する教材の作

成、印刷業務を補助し、教員の負担を軽減する。 

  〇成績処理 



  ・校務支援システムの機能や自動採点技術の活用により採点

作業や成績処理の事務負担を軽減する。 

  ・成績２期制に伴い、通知表の「道徳」「総合的学習の時

間」「総合所見」等の文章による記載回数の見直し。 

  〇支援が必要な児童生徒・家庭への対応 

  ・スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の

専門的な知見を活用しながら、教育職員との連携体制を構

築する。 

  ・本市のこども家庭課、民生委員などと連携し家庭の見守り

体制を構築する。 

 

（２）学校における措置の推進 

   学校における以下の措置を推進することで、教育職員が担

う業務の適正化を図る。 

  ・各学校の教育課程における年間総授業時数や週当たりの授

業時数については、年度当初の計画段階で真に必要な時数

となるように設定する。特に、授業時数を大幅に上回って

編成されている場合には、指導体制に見合うものとなるよ

う見直す。 

  ・市で年間３回の土曜開校実施を定めていたことを見直し、

各校にて実施の有無（回数）について、学校の実情を踏ま

えて検討してよいとする。 

  ・清掃活動日の頻度の見直しや猛暑による夏季の昼休みの時

間短縮など日課表の工夫を行い、課後の教員の事務処理や

教材準備の確保に努める。 

  ・部活動の活動時間を厳守する。 

 

（３）教育職員の健康及び福祉の確保に関する取組 

   教育職員の健康及び福祉を確保するため、労働安全衛生法

等の規定を遵守するともに、以下の内容に取り組む。 

・衛生管理者（教頭）について、毎年年度当初に全職員への

周知徹底を図る。 

・長時間勤務が常態化している教育職員に対し、面談等を通

じた状況把握と必要な助言・支援を行う。 



・ストレスチェックの実施率を１００％とし、実施後の分析

及び活用を促進し職場環境の改善を推進する。 

・時間外在校等時間が月８０時間を超える、またはストレス

チェックにより高ストレスが認められる教育職員へは産業

医等の面接指導を勧めるなど必要な取組を推進する。 

・週１回の定時退勤日を設定し、確実に実行していく。 

・夏季休業期間中８月１１日から８月１７日までを市内一斉

学校閉庁期間とする。 

 

５ 関連する取組及び今後のフォローアップについて 

 

  本市教育委員会は、本計画に基づく取組の実施状況につい 

て、定期的に点検・評価を行うものとする。その結果を踏ま 

え、必要に応じて取組内容の改善や見直しを行い、計画の実効

性を高めるとともに、教育職員の業務量管理及び健康確保が継

続的に図られるよう努める。また、学校現場からの意見や課題

を丁寧に把握し、教育職員の業務量管理及び健康確保の取組

は、教育委員会と学校が協働して改善を進める体制を構築する

こととする。 

 

（１）進捗状況の把握と公表 

  ・学校における時間外在校等時間については、服務管理シス

テムの出退勤管理により随時把握する。 

  ・学校は、毎月個々の時間外在校等時間の状況を教育委員会

に報告する。 

  ・教育委員会は、各学校の状況を把握し、本計画の目標達成

に課題が見られる学校に対してヒアリング等を行う。 

  ・本市の定例教育委員会及び総合教育会議にて報告事項とす

る。 

  ・毎年度、市のホームページ等で公表する。 

 

（２）学校への指導・支援 

  ・教育委員会は、各学校の状況把握にて、長時間勤務が常態

化している教育職員などを確認したときは、ヒアリング等



を通して課題を整理し、適切な改善が図られるよう助言や

支援を行う。 

  ・長時間勤務が改善しない教育職員がいるときは、教育委員

会により個別の支援・指導を行う。 

  ・管理職のマネジメント能力向上を図るため、校長研修会等

において、働き方改革の重要性やメンタルヘルスについて

の考え方など理解の深化を図る。 

  

（３）継続的な改善に向けて 

  ・本計画は、国や県の動向、及び市内の小中学校の実施状況

を踏まえ、適宜見直しをするものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神埼市教育委員会 

 

学校教育課 


